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九州大学情報基盤研究開発センター規則
平成１６年度九大規則第１４３号
制 定：平成１６年 ４月 １日
最終改正：令和 ３年 ４月２７日
（令和３年度九大規則第２２号）

（趣旨）
第１条 この規則は、九州大学学則（平成１６年度九大規則第１号。以下「学則」という。）第

１２条第２項の規定に基づき、情報基盤研究開発センター（以下「センター」という。）の内
部組織その他必要な事項を定めるものとする。
（センター長）

第２条 学則第２５条の規定により、センターに、センター長を置く。
（副センター長）

第３条 学則第２５条の規定により、センターに、副センター長を置く。
２ 副センター長は、九州大学の専任の教授のうちからセンター長の推薦により、総長が任命す

る。
（教授会）

第４条 学則第３１条の規定により、センターに、教授会を置く。
（全国共同利用運営委員会）

第５条 センターに、センターの全国共同利用に関する事項について審議するため、全国共同利
用運営委員会を置く。

２ 全国共同利用運営委員会の組織、議事の手続その他必要な事項は、別に定める。
（利用）

第６条 センターの利用に関し必要な事項は、別に定める。
（補則）

第７条 この規則に定めるもののほか、センターの運営等に関し必要な事項は、教授会の議を経
て、センター長が定める。

附 則
この規則は、平成１６年４月１日から施行する。

附 則（平成１７年度九大規則第２３０号）
１ この規則は、平成１７年４月１日から施行する。
２ この規則施行後最初に任命される副センター長の任期は、第３条第３項本文の規定にかかわ

らず、平成１８年３月３１日までとする。
附 則（平成１８年度九大規則第１３０号）

この規則は、平成１９年４月１日から施行する。
附 則（平成２６年度九大規則第１１１号）

この規則は、平成２７年４月１日から施行する。
附 則（令和３年度九大規則第２２号）

この規則は、令和３年５月１日から施行する。


